
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆～住宅ローンの取次店になります～ 

７月２６日に事務所を引っ越ししてから、３

か月が経過しました。 

 

暑かった時期。引っ越し後の荷物の片付けは、

想像以上に大変で、特に、マンション暮らし

の私には、階段の上り下りだけで体力を消費

していました。 

 

また、「水道の蛇口をひねる」「電気のスイッ

チをＯＮにする」など、そんな些細な行動で

も、考えないと身体が動かない…というのは

ストレスで、日常生活の中で、いかに無意識

に行動しているか、ということを実感しまし

た。やっと新しい環境に慣れたところです。 

                

事務所の前を通られる方に、 

少しでも親しみを持っていた 

だけるようにと、店頭ボード 

を置きました。こまめにネタ 

を更新する、予定です。 

 

最近の出来事としては、住宅ローン「フラッ

ト３５」の中で、「株式会社ハウス・デポ・パ

ートナーズ」の取次店になりました。 

 

住宅を購入する時の抵当権設定登記に、住宅

ローンを完済した時の抹消登記。返済が難し

くなった時の自己破産や個人再生の手続きな

ど、司法書士ほど、日頃いろんな角度から住

宅ローンに接している職業はありません。 

 

それに加えて、私の事務所では、「借り換えの

メリットを計算して欲しい」といったＦＰと

してのお仕事もあります。 

 

司法書士の日常に、ＦＰの立場 

や視点を融合させて、皆様のお 

役に立てる機会を増やすことが 

できれば、と考えております。 

   司法書士 吉田浩章 

 

◆栗野の「３万円から始める」優待生活   
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こんにちは、事務の栗野です。 

今回は、「イオン」の株を紹介します☆ 

株主になるとオーナーズカード２枚（本人用と

ファミリー用）が発行され、買い物時の提示で、

キャッシュバックが受けられます。 

保有株１００株以上で３％、５００株以上で

４％ｅｔｃ・・の還元☆ 

 

他に、「イオンラウンジ」と 

いう会員専用のスペースで 

お茶（コーヒー、紅茶、ジュ 

ースなど）を無料でいただけます♪ 

カード提示で、ガラスの小皿に入ったお菓子を

受け取り、ドリンクバー的場所から好きな飲み

物を選んで、３０分程度ゆっくりできます～❤

 

平成２６年１１月６日の現在の株価は１単元

の１００株で、１０９，６００円。配当は今年

の実績で２，８００円／年、配当利回りは約

２．５％です。 

栗野 恵 
【優待メモ】イオン㈱（東証１部上場）。権利確定月は２月と８月です。
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こんにちは、司法書士の岸野です。 

９月末に、初キャンプに行きました。 

場所は鈴鹿サーキットのキャンプ場です。 

初心者なので、テントもタープも設置済み、

バーベキューセット、キャンプ用品もすべて

付いているプランにし、食材だけを持ってい

きました。おまけに鈴鹿サーキットホテルの

お風呂の入浴券もついています。 

本当のキャンプには程遠いですが、子供達

は、虫捕り、キャッチボールをした後、バー

ベキューして、お風呂に入って、夜空を見上

げて、テントの中でトランプして、寝袋に入

ってゴロゴロして・・いつの間にか寝てしま

っていました。テントは意外と快適なものな

のですね～。 

翌日は、朝一から鈴鹿サーキットの遊園地

へ。ここは乗り物 

がいっぱいあるの 

で、特に男子には 

お勧めの遊園地で 

す。 

岸野恵子 
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◆山下の「楽しいボランティア」

◆法律コラム－「生命保険金も相続財産に含まれる？」  

 
◆岸野の「息子達とのワクワク体験記」

こんにちは、司法書士の山下です。 

ようやく寒さを感じるようになりましたね。

昨日、こたつを出しました。夕食の片付け後、

こたつでぼんやり読書するひとときが大好き

です。甘酒かしょうが湯をすすりながら・・。 

さて、今度、ボランティアをしている地区の

「熟年者の集い」で高齢者の方にシルバー川

柳を楽しんでもらうことになり、おもしろい

作品を探していましたら、 

「誕生日 ローソク吹いて立ちくらみ」 

「手をつなぐ 昔はデート 今介護」 

「耳遠く オレオレ詐欺も困り果て」 

など、思わず笑ってしまう作品がネット上に

たくさんありました。思春期の息子を持つ私

は、「手をつなぐ 昔せがまれ 今追っ払わ

れ」の子育て卒業期の段階ですが、 

イケメン介護士と手をつなぐ 

人生の段階に思いを馳せてみ 

たりしています。 

秋の夜長に・・        

山下千恵子 

  
生命保険で受け取る死亡保険金は、「受取人固

有の財産」であり、「遺産分割の対象にならな

い」というのは、広く知られた知識です。 
 

しかし、平成１６年１０月２９日の最高裁決定で、

他の相続人との不公平が到底是認することが

できないほどに著しいものであると評価すべき

『特段の事情』がある場合には、特別受益に準

じて、相続財産に持ち戻して相続分を計算すべ

き、と判断されました。 

『特段の事情』の判断に際しては、「保険金の

額、保険金の遺産総額に対する比率、同居の

有無、介護等に対する貢献度合い」などを総合

考慮して判断すべきである、としています。 

その後の平成１８年の名古屋高裁決定では、「保

険金の遺産総額に占める割合が６１％で、婚姻期

間が３年５か月」であった事例で、持ち戻しの対象

になる、とされました。 
 
持ち戻しの対象となると、受取人 

が受け取った死亡保険金も遺産 

総額に含めて、遺産分割の話し 

合いをすることになります。 
 
相続人の一部を受取人として、高額な生命保険を

契約される場合には、平成１６年の最高裁決定の

趣旨も頭に置いておかれることをお勧めします。 
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Ｑ:「父」が２年前に亡くなり、先月長男にあた

る「兄」も亡くなりました。 

自宅は、次男である「私」と「父」の共有名義だ

ったため、「私」名義に相続登記しようとしまし

たが、「兄の嫁」の印鑑も必要だと言われて、納

得ができません。         

 

「父」とは血がつながっていない 

ので、「兄の嫁」は父の相続に関係 

ないのではないでしょうか。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Ａ：お父様の相続手続きが終わらないうちに、 

お兄様の相続もはじまっています。 

 

 

 

 

     

 

お兄様の奥様は、お兄様の「お父様の相続人」と

しての立場も相続しているため、お父様の相続手

続きに、お嫁様の印鑑も必要となります。 

 

ポイント 

お父様の相続人は、元々、長男様と次男様のお二

人ですので、お二人の合意があれば、次男様への

名義変更が可能でした。 

 

しかし、お父様の相続手続きをされる前に、長男

様も亡くなられたことから、相続関係が少し複雑

になっています。 

 

感情的には、「お嫁さんは他人ではないか」とな

ることも考えられますが、亡くなられる順番によ

っては、元々は他人だったお嫁さんが相続人にな

ることもある、という例です。 

 

日頃の付き合いが良好であれば別ですが、関係が

遠くなると、話し合いが難しくなることも考えら

れます。                       

お父様の相続手続きは、お父様が 

亡くなられた時に解決しておきま 

しょう。 

◆吉田の「のんびり」温泉旅日記 

お盆休みには、愛知県の日間賀島に行ってき

ました。知多半島の南端、師崎から高速船で

１０分程の距離にある離島です。 

               

離島のゆったりとした時間の 

流れは、日頃の慌ただしさを 

忘れさせてもらえます。船で 

渡る、非日常感も好きです。 

 

宿泊に選んだのは「島別荘悠月」。まだオー

プンして３年の新しい宿で、「大人の隠れ宿」

というコンセプトのとおり、５部屋しかあり

ません。 

高台から、遠くの海まで眺められる立地と、

「タコの湯がき」「カマスの塩焼き」など、

余分な手を加えず、素材の良さを生かした豪

華な料理も、ポイントが高かったです。   

【日間賀島へのアクセス】        

堺市からは、名阪国道か新名神高速経由 

で、伊勢湾岸自動車道に。大府ＩＣから 

知多半島道路を南下します。行き帰りと 

も渋滞があり、行きは６時間弱。帰りは 

５時間ほどかかりました。 

◆マメ知識－カーシェアリング 

自動車の購入には、車輌本体代金の他、駐車

場やガソリン代、自動車税、自動車保険料な

どの維持費も必要になり、結構な費用がかか

ります。 

そこで、手軽に自動車を利用できるシステ

ム、カーシェアリング（タイムズカープラス）

を紹介します。 

 

費用は、入会時にカード発行料１，５５０円。 

家族プラン（月額基本料１，０３０円）だと

1 人分の月額基本料で、ご家族全員が利用でき

ます。利用料金は、ベーシックで１５分２０６円、

６時間パックだと４，０２０円です。 

 

ＰＣやスマホで予約し、カードをかざせばすぐに

乗れ、ガソリンが足りなくなれば、車内に置いて

ある給油カードを使用すればＯＫ。 

ガソリン代は料金に含まれている 

ので、追加料金はかかりません。 

近くにステーションがあれば便利な 

システムではないでしょうか。 

◆Ｑ＆Ａ 遺産分割 

お嫁さんが相続人になる場合…

 

父（Ｈ２４死亡） 

 

        

次男（相続人）    長男（Ｈ２６死亡）＝妻（相続人） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※このニュースレターは、今までお仕事をさせていただいたお客様や、セミナーでお会いした方にお送りしています。 

今後の購読を望まれない場合は、お手数ですが、メール（yoshida-houmu@nifty.com）かお電話にてお知らせ下さい。 

◆事務所のご案内   

堺市堺区向陵中町４丁４番７号   

司法書士吉田法務事務所          

代表者 司法書士吉田浩章       

ＴＥＬ ０７２－２５４－５７５５  

http://www.office-yoshida.net 

 

★主な取り扱い業務 

□司法書士業務 

・不動産の登記（売買、贈与、財産分与、相続、抵当権設定等） 

・会社の登記（会社設立、役員変更、本店移転、定款変更等） 

・個人の債務整理（自己破産、個人再生、任意整理等） 

・家庭裁判所への提出書類作成（成年後見、相続放棄等） 

□行政書士業務－遺言書作成、公正証書、各種契約書作成等 

□ＦＰ業務－家計見直し、住宅ローンの相談 

 

★営業時間：平日９時～１８時（事前予約制。時間外の対応も可） 

【編集後記】今回の第８号で、ニュースレター発行からちょうど２周年になります♪ 

同じメンバーで、ネタ切れになることもなく続いていることがうれしいです～ 

今後も続けてまいりますので、ご拝読よろしくお願いします。（＾人＾）（栗野） 

◆「仕事にも生かせる」おススメ本  

「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 ２０１５」

（橘玲著）            

                        

「３０万部を超えるベストセラーに 

なった」という、平成１４年出版の 

原著の改訂版。 

 

本書での『黄金の羽根』とは、「制度の歪みから構造

的に発生する幸運」と定義されています。 

 

サッカーのワールドカップのチケット問題から、税

金、資産運用、企業の人件費、ギャンブル、不動産購

入に生命保険に医療保険、国民年金と厚生年金、法人

成りの話など、ごくごく身近な話がテーマ。 

 

そんな中でも、一般的に広く知られた話より、「知ら

ないとメリットを受けられない」「気付いていない人

が多い」裏技的な知識も盛り込まれています。 

                  

「構造的な歪みはいつか必ず顕在化 

する」とも書かれていますが、原著 

の出版から１２年が経っても、国の 

仕組みは大きく変わってはいないこ 

とも分かります。 吉田浩章 

 


